
国立大学法人等の積立金等について

国立大学法人等の積立金等の過半は、現金が残らない会計上の観

念的な利益です。

これ以外は、各法人が計画的に使用するために自己努力により創

出した利益であり、いずれも「埋蔵金」ではありません。

１ ． 国立大学法人等の平成１９年度末における積立金等は、財務諸表上、

３，００１億円となっています。

このうち、会計処理上の形式的・観念的利益である「積立金」が

１，５５５億円と過半を占めています。

一方、所定の手続きを経て、一定の事業の用に供することとなる「目的

積立金」は１，４４６億円です。

２．「積立金」の１，５５５億円は、国立大学法人会計基準に従って会計処

理を行ったために生じる形式的・観念的利益です。実際に法人に現金等が

残っているものではありません。

（積立金の発生要因については、別添参照）

３．「目的積立金」の１，４４６億円は、各法人が年度を越えた大規模なプ

ロジェクトなどに計画的に使用するため、人件費の節減などの自己努力に

より創出した利益で、財務大臣への協議、文部科学大臣による承認等の所

定の手続きを経た資金です。

４．このように、積立金があること自体は、国立大学法人の資金に余裕があ

ることを示していません。全体としては、運営費交付金の削減等により、

国立大学法人の経営は厳しさを増しています。
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